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町における固定資産税の減免制度等について 

（1）企業立地促進奨励策 

地域経済の活性化を促進し、雇用機会の創出を図るため、要件を満たす事業所等

が町内に新設、増設、または建替し、操業を開始した場合、奨励措置を行います。 

▼京丹波町企業立地促進条例 

（対象事業所等） 

第 3条 この条例による奨励措置の対象となる事業所等（以下「奨励事業所等」と

いう。）は、公害の発生するおそれのないもの又は公害発生の未然防止に必要な措

置が確実に講じられるもので、次の各号のいずれにも該当するもののうち町長が適

当と認めたものをいう。 

（1）立地する事業所等の操業開始の日（以下「操業日」という。）までに取得した

投下固定資産の取得価格の合計額が 3,000万円以上であること。 

（2）事業所等に雇用される常用雇用者数が新設にあっては 5 人以上、増設及び建

替にあっては 3人以上増加であること。 

（3）常用雇用者のうち、本町に住所を有し、かつ新規に雇用される者（以下「新規

町内常用雇用者」という。）が 1人以上であること。 

 

（企業立地奨励金の額等） 

第 6条 企業立地奨励金の額は、年額とし、その額は交付する年度における当該奨

励事業所等の立地に係る固定資産税額に相当する額で町長が認定した額とする。た

だし、過疎地域における京丹波町税条例の特例に関する条例（平成 17 年京丹波町

条例第 52号）の適用を受けるものについては、適用しない。 

2 企業立地奨励金は、当該奨励事業所等の操業日以後に、当該指定事業所等に係

る固定資産税が最初に課税される年度から起算して 3 年間を限度として交付する。 

 

（2）過疎地域における町税条例の特例について 

▼過疎地域における京丹波町税条例の特例に関する条例 

（趣旨） 

第 1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和 3年

法律第 19号。以下「法」という。）第 2条の規定による過疎地域における京丹波町

税条例（平成 17年京丹波町条例第 50号）の特例を定めるものとする。 

（特例措置） 

第 2条 …（略）… 固定資産税について課税免除をする。 

（1）製造業又は旅館業 500万円（資本金の額等が 5,000万円を超え 1億円以下で

ある法人が行うものにあっては 1,000万円とし、資本金の額等が 1 億円を超える法

人が行うものにあっては 2,000万円とする。) 

（2）情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円 

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなっ

た年度から 3 箇年度とする。 



過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく地方税の減収補塡措置

都道府県又は市町村が、過疎地域のうち市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において、産業振興促進区域として
定められている区域内において一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等並
びに個人が行う畜産業及び水産業について、条例に基づいて課税免除又は不均一課税を行った場合、地方税の減収の７５％を
普通交付税で補填。

過疎地域において、事業者の規模（資本金）ごとに定めている減価償却資産の
取得価額の合計を超える設備を取得等した場合

条例に基づき課税免除又は不均一課税

事業税 収入金額のうち当該設備に係るもの

不動産取得税 当該設備に係る家屋及び土地

固定資産税 当該設備に係る家屋、機械及び装置、土地

地方公共団体の減収分の７５％を普通交付税で補填
（最初に課税免除等を行った年度から３年間（※１））

製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等

※１：不動産取得税は当該年度分。

事業者の規模
（資本金）

5,000万円以下 5,000万円超
１億円以下

１億円超

対象 機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設、製作、改
修等に係る取得

機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設に係る取得

取
得
価
額

製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

農林水産物等
販売業・
情報サービス業等

500万円以上

畜産業・水産業（※２）

個人又は同居の親族で事業を行った日数の合計が、当該年に
おける延べ労働日数の１／３超～１／２以下の場合

条例に基づき課税免除又は不均一課税

事業税 各年の所得金額

地方公共団体の減収分の７５％を普通交付税で補填
（最初に課税免除等を行った年度から５年間）

※２：過疎地域内で個人が行う畜産業及び水産業に限る。

※適用要件： 過疎地域持続的発展市町村計画に「産業振興促進事項」を記載

（記載事項：区域、対象業種、当該区域における産業の現状及び課題、課題への対策及びそのために講じようとする事業 等）



※令和 4年 4 月 1日 改正条例施行（令和 3 年 9月議会で議決） 

・改正の概要 

 過疎地域自立促進特別措置法が失効（令和 3年 3月 31日）し、新法である過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が公布 （令和 3年 4 月 1日 ）された

ことに伴い、同法にもとづく固定資産税の課税免除に関する事項を定める。 

 対象業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業に情報サー ビス業等を追加 

 取得価格要件 2700万円超から資本金の規模に応じ 500万円以上まで引き下げ 

 

（1）と（2）のまとめ（比較） 

 また、同議会の会議録 274ページに、 

免除をしている金額は交付税で算入ということでございましたけども、補塡とい

うのは 100％ということでいいのかどうか改めて伺っておきます。 

○税務課長 交付税の補塡につきましては（標準税率分の）75％です。 

とあります。 

 つまり、個別立法である過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法にもと

づいて、一定の地域における企業立地などにより、地域振興等を図るため、地方団

体が行う課税免除・不均一課税による減収については、基準財政収入額から控除す

ることにより、当該減収を普通交付税で補塡する措置制度を設けています。 

 なお、町の固定資産税率は標準税率を 0.1 ポイント上回る 1.5％ですので、普通

交付税で実質的に補填のある分は、地方税 第 6 条の規定にもとづき、町において

は、70％ということになります。 

 

 他方、町企業立地促進条例においては、町独自の施策として、3 年間、固定資産

税額に相当する額を企業立地奨励金として交付（納税後、同額を奨励金として交付）

していますが、こちらは制度の対象外で、たとえ、奨励金交付でなく、課税免除で

あっても、基準財政収入額からの控除は認められておらず、普通交付税による補填

はありません。 

 同様に、地方税法 第 6 条の規定により、地方団体が任意で課税免除・不均一課

税をした場合の減収については、基準財政収入額の算定にあたり、減収を補塡しな

いという趣旨にもとづいています。 

 

▼地方税法 第 6 条 

（公益等に因る課税免除及び不均一課税） 

 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課

税をしないことができる。 

2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の

課税をすることができる。 

 

他方、町企業立地促進条例においては、町独自の施策として、3年間、固定資産

税額に相当する額を企業立地奨励金として交付（納税後、同額を奨励金として交

付）していますが、こちらは制度の対象外で、たとえ、奨励金交付でなく、課税

（例） 

・税率 1.4％（標準税率）で固定資産税 140 万円の場合 

  140 万円－補填分 105 万円（標準税率分 140 万円×0.75）＝35 万円（留保

財源分）が減収 

  普通交付税による補填率 105 万円／140 万円×100＝75％ 

・税率 1.5％（標準税率＋超過税率）で固定資産税 150万円の場合 

  150万円（標準税率分 140万円＋超過税率分 10万円）－補填分 105万円（標

準税率分×0.75）＝45万円（留保財源分 35万円＋超過税率分 10万円）が減収 

  普通交付税による（実質的な）補填率 105万円／150 万円×100＝70％ 



免除であっても、基準財政収入額からの控除は認められておらず、普通交付税に

よる補填はありません。 

 同様に、地方税法 第 6条の規定により、地方団体が任意で課税免除・不均一課

税をした場合の減収については、基準財政収入額の算定にあたり、減収を補塡し

ないという趣旨にもとづいています。 

 

（3）固定資産税の新築住宅に対する減額措置 

 新築住宅は、新たに固定資産税を課することとなった年度から 3 年度分（3 階建

以上の中高層耐火建築物にあっては 5年度分）の固定資産税に限り、その住宅部分

にかかる固定資産税額（120 ㎡を超える住宅にあっては 120 ㎡に相当する固定資産

税額）の 1／2に相当する額を減額するものとしています。 

 また、長期優良住宅については、2年度分延長して、税額を減額します。 

 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。 

 専用住宅や併用住宅であること（なお、併用住宅については、居住部分の割合が

1／2以上のものに限る） 

 床面積 50 ㎡（一戸建以外の賃家住宅にあっては 40㎡）以上 280㎡以下であるこ

と 

 

 

 

▼地方税法 附則 第 15条の 6 第 1 項・第 15条の 7 第 1 項・地方税法施行令 附則 

第 12条 第 2 項～第 5 項（抄） 

 新築住宅で次の要件に該当するものは、新たに固定資産税を課す年度から 3年度

間（新築で認定長期優良住宅は 5 年度間）、120 ㎡までの部分の税額の 2 分の 1 を

軽減する。 

 令和 4年 4 月 1日（昭和 38年 1 月 2日）から令和 6 年 3月 31 日までに新築され

たもの 

 居住用部分の面積（別荘部分を除く。）がその家屋の面積の 2 分の 1 以上である

もの（区分所有住宅にあっては一の専有部分のうちその人の居住の用に供する部分

が 2分の 1以上であるもの） 

 住宅部分の一戸当たりの床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下（区分所有住宅にあって



は専有居住部分の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下、戸建以外の貸家住宅にあっては

40 ㎡（戸建以外の賃貸住宅のうちサービス付き高齢者向け住宅にあっては 30 ㎡）

以上 280㎡以下）のもの 

 店舗と住宅が併せて新築された併用住宅は、住宅部分の床面積が 2分の 1以上の

ときは上の軽減規定を適用し、軽減の対象となるのは、住宅部分のみで、床面積按

分により計算 

 

（3）’ 市町村独自の新築住宅等に対する固定資産税の減免制度 

 鳥取県琴浦町では、琴浦町への移住・定住促進と地域経済の活性化を目的に、独

自に上記の新築住宅に対する減免措置を拡大した減免制度を設けています。 

 新築住宅の他、転入者が居住のために琴浦町内に売買により取得した中古住宅も

対象となります。 

1．減額される期間及び税額 

 住宅を取得した翌年度から 3年度分に限り、固定資産税の 2分の 1を減免 

2．適用範囲  

（1）1 戸当たり居住部分の床面積の 120 ㎡相当分までが減免の対象となります。

（店舗等との併用住宅における事業用部分は減免対象となりません。） 

（2）共同住宅や課税上の二世帯住宅の場合は独立的に区画された部分ごとに減免

の対象となります。 

 国の新築住宅に対する減額措置と同一です。 

 

 
3．要件 

 次の全てを満たした場合に対象となります。 

（1）平成 31年 1月 2 日以降に新築された居住用の住宅または、転入者が居住用に

平成 31年 1 月 2日以降に売買により琴浦町内に取得した住宅。 

（2）居住部分の床面積が 50㎡（一戸建以外の貸家住宅にあっては 40㎡）以上 280

㎡以下の住宅であること。 

（3）併用住宅の場合は居住部分の床面積が家屋全体の 2 分の 1以上であること。 

（4）住宅所有者に町税等の滞納がない者。 

 

 

（4）参考 固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例 

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによ



新築住宅に対する

市独自の1/2減免措置の概要

（主な要件）
1. 令和3年1月2日から令和8年1月1日までに建築した新築住宅が対象。ただし、
共同住宅及び貸家を除く。

2. 床面積要件は、50㎡以上280㎡以下で、その内の120㎡分が対象
3. 中高層耐火住宅等は、適用期間が更に２年追加

新築された住宅については、地方税法の規定により新築後一定期間、住宅部分の固定資産

税の1/2が減額されていますが、加えて、津久見市独自の1/2減免制度「津久
見市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則」（施行期日：令

和3年4月1日）を設けることにより、新築住宅の取得を税制面からも支援していきます。

地方税法による減額 市独自の減免 適用期間

一 般 住 宅 1/2相当額 1/2相当額＝全額免除 ３年

長期優良住宅 1/2相当額 1/2相当額＝全額免除 ５年

SDGs



って、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置を適用します。 

住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地のように供されている土地

（家屋の床面積の 10 倍まで）をいいます。 

小規模住宅用地とは、200 ㎡以下の住宅用地（200 ㎡を超える場合は住宅 1 戸あ

たり 200 ㎡までの部分）をいい、課税標準額を、価格の 1／6 の額とすることとし

ています。 

 その他の住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例えば、300

㎡の住宅用地（一戸建住宅の敷地）であれば、200 ㎡分が小規模住宅用地で、残り

の 100 ㎡分がその他の住宅用地となります。課税標準額については、価格の 1／3

の額とすることとしています。 

 

 

 

▼地方税法 第 349 条の 3 の 2 

（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例） 

 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政

令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの（前条（第 11項

を除く。）の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成 26年法律第 127号）第 14条第 2項の規定により所有者等（同法第 3条に規定す

る所有者等をいう。）に対し勧告がされた同法第 2 条第 2 項に規定する特定空家等

の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第 1項、第 352条の 2 第

1項及び第 3 項並びに第 384条において「住宅用地」という。）に対して課する固定

資産税の課税標準は、第 349 条及び前条第 11 項の規定にかかわらず、当該住宅用

地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の 3分の 1 の額とする。 

2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に

該当するもの（以下この項において「小規模住宅用地」という。）に対して課する固

定資産税の課税標準は、第 349 条、前条第 11 項及び前項の規定にかかわらず、当

該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の 6分の 1の額とす

る。 

（1）住宅用地でその面積が 200㎡以下であるもの 当該住宅用地 

（2）住宅用地でその面積が 200 ㎡を超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅

用地の上に存する住居で政令で定めるものの数（以下この条及び第 384条第 1項に

おいて「住居の数」という。）で除して得た面積が 200 ㎡以下であるものにあって

は当該住宅用地、当該除して得た面積が 200 ㎡を超えるものにあっては 200㎡に当

該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地 



企業立地奨励金の交付状況 

▼該当事業所 

・平成 30年度～令和 2年度 

  株式会社ひだまり介護 デイサービス事業等 

  株式会社京丹波製作所 機械器具製造業 

・令和元年度～令和 3 年度   

  株式会社エーディックス 雑貨卸販売・物流業 

▼奨励金額（財源：ふるさと応援寄附金基金繰入金） 

・令和 2年度 3事業所 391万 3000円 

・令和 3年度 1事業所 282万 7000円 

  

雇用促進奨励金の交付事業 

（新規町内常用雇用者 1人につき 15万円） 

▼該当事業所 

・令和 3年度 

  近畿シコー株式会社 丹波工場 

  寺田薬泉工業株式会社 丹波工場 

▼奨励金額（財源：ふるさと応援寄附金基金繰入金） 

・令和 3年度 30万円 

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%B2%E3%81%A0%E3%81%BE%E3%82%8A%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E3%81%8F%E3%82%8D%E3%81%BE%E3%82%81%E3%81%95%E3%82%93/@35.1896775,135.4158164,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOFx63_9l-MdmkIzRXrhYClxyIbYpbu1J2CXLNS!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOFx63_9l-MdmkIzRXrhYClxyIbYpbu1J2CXLNS%3Dw152-h86-k-no!7i4032!8i2269!4m5!3m4!1s0x600039297fefe7b7:0xfb374abe3a8846ee!8m2!3d35.1898006!4d135.4158414?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E6%89%80/@35.1774709,135.3648543,3a,75y,237.37h,89.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAwUWozMe_3u4SxSrvlOx9g!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x60003f0fcc590e5b:0xb540ecea5cc7f942!8m2!3d35.1772485!4d135.364715?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9/@35.167473,135.410672,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMbq9FCyWEoE6tIKRCrE3XYw4WBZop9HNqqQ6dR!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMbq9FCyWEoE6tIKRCrE3XYw4WBZop9HNqqQ6dR%3Dw114-h86-k-no!7i4032!8i3024!4m10!1m2!2m1!1z5qCq5byP5Lya56S-44Ko44O844OH44Kj44OD44Kv44K544CA5pu95qC5!3m6!1s0x600047785bfe163b:0xee2ba261733139cc!8m2!3d35.167473!4d135.410672!15sCirmoKrlvI_kvJrnpL7jgqjjg7zjg4fjgqPjg4Pjgq_jgrnjgIDmm73moLmSARRmdXJuaXR1cmVfd2hvbGVzYWxlcuABAA!16s%2Fg%2F11h71thndj?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/@35.143076,135.4234829,3a,75y,199.33h,74.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBr1XrkXvpJcvgB5sCHyzjg!2e0!7i16384!8i8192?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92622-0201+%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E8%88%B9%E4%BA%95%E9%83%A1%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E7%94%BA%E4%B8%8B%E5%B1%B1%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%B3%EF%BC%95%EF%BC%95/@35.2115571,135.4295325,3a,75y,341.46h,107.64t/data=!3m7!1e1!3m5!1sTEtNQaWMc8TvCIwTQQy8gw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DTEtNQaWMc8TvCIwTQQy8gw%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D13.56124%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m12!1m6!3m5!1s0x600038484cedfa21:0xca49aeffd164cd38!2z5a-655Sw6Jas5rOJ5bel5qWtIOS4ueazouW3peWgtA!8m2!3d35.2116401!4d135.4294606!3m4!1s0x600038484ceefda3:0x755697ae781a8b3d!8m2!3d35.2117479!4d135.4294333?hl=ja








○空家等対策の推進に関する特別措置法（空家等の定義等）

※１：長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは一つの基準となると
考えられる。（基本的指針）

※２：国又は地方公共団体の建築物等は、通常は各法令に基づき適切に管理されることが想定され、またその活用等についても、多く
の場合は当該建築物等を管理する国又は地方公共団体の責任において行われる実態に鑑み、除外。 （基本的指針）

□背景
・適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼして
おり、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要。（法１条）

□定義
・「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態
であるもの※１及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。※２（法２条１項）

空家等
・基本指針・計画の策定等 ・空家等及びその跡地の活用
・空家等についての情報収集 ・財政上の措置及び税制上の措置等
特定空家等
・助言又は指導→勧告→命令→代執行の措置

□施策の概要

・「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。（法２条２項）



○空家等対策の推進に関する特別措置法（施策の概要③）

□税制措置
●市町村長が法の規定に基づく勧告をした特定空家等について
は、当該特定空家等に係る敷地について、固定資産税の住宅
用地特例の対象から除外する。

･･･特定空家等の除却や適正管理を促す

●相続人が、相続により生じた古い空き住宅又は当該空き住宅の除却後の敷地を一定期間内※に譲渡した場合、
譲渡所得から3000万円を特別控除する。

･･･空き家の最大の発生要因である相続のタイ
ミングで、古い空き住宅や敷地の有効活用
を促す

□財政支援措置
●空家等特措法に基づく空家等対策計画に沿った空き家の活用や除却など市町村による総合的な空き家対策へ
の支援を実施。

（住宅用地特例）

市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、補助の拡充、税制上の措置等を行う。（法15条）

※相続日から起算して3年を経過する日の属する年
の12月31日まで


